
１．文書料 （単位：円）

（消費税込）

金額

5,500

5,500

3,300

5,500

3,300

5,500

5,500

5,500

3,300

2,200

3,300

3,300

2,200

1,100

100%

２．産科料金 （単位：円）

（消費税非課税）

金額

200,000

230,000

230,000

阿南 50,000

　　初産婦 115,000

　　経産婦 100,000

阿南 5,750

吉野川 5,750

阿南 5,750

吉野川 2,000

800

3,500

阿南 3,000

吉野川 3,000

15,000

阿南 6,000

吉野川 7,000

阿南 分娩料に準ずる

吉野川 分娩料に準ずる

（消費税込）

区　　分 金額

（１１週迄） 33,000

（１２週以上２２週迄） 阿南 77,000

（１２週以上） 吉野川 分娩料に準ずる

阿南 12,000

吉野川 40,000

阿南 5,000

吉野川 10,000

44,000

人工授精料 （外来） 5,500

5,500

158,000

診断書

分娩証明書

捜査用診断書

交通事故用明細書

自賠責後遺症診断書

死亡診断書

死体（胎）検案書

出産証明書

交通事故用診断書（自賠責）

慣　行　料　金　表

区　　分

身体障害者用診断書

年金・生命保険・裁判用診断書（１通に付き）

警察用診断書

医師名で発行する証明書

病院名で発行する証明書

同一診断書２枚目より（原本証明分）

    産後検診

　　分娩料

　　（時間内）

　　（時間外・休日）

　　（深夜）

　　妊婦検診

（３９週迄）

（４０週迄）

妊娠反応　　（手技料）

    助産師による健診

　　無痛分娩
吉野川

区　　分

    褥婦処置料（１分娩につき）

    帝王切開時分娩介助料

人工中絶
（手技料）

避妊リング　 （手技料）

（挿入）

（除去）

　　新生児介補料（１日）

不妊手術

　　NIPT検査
 カウンセリング（１回目）

吉野川
 カウンセリング（２回目）検査含む



３．特別療養環境室料金（１人１日当り） （単位：円）

（消費税込）

金額

１人部屋 8,800

１人部屋 6,820

１人部屋 6,600

１人部屋 4,400

１人部屋 3,850

２人部屋 2,200

１人部屋 11,000

１人部屋 6,600

１人部屋 5,500

１人部屋 4,400

４人部屋(204床中43床) 1,100

１人部屋 6,600

１人部屋 5,500

１人部屋 4,400

１人部屋 3,300

１人部屋 2,200

２人部屋 1,650

４．その他 （単位：円）

（消費税込）

区　　分 金額

保険外併用療養費（未紹介患者） 初診の場合 7,700

　＊救急患者等を除く。 再診の場合 3,300

遺体処置料（死亡搬送されてきた場合） 16,500

死後処置料（院内で死亡した場合） 5,500

医療相談料 5,500

2,200

(カルテ１枚につき) 33

(フィルム１枚につき) 1,100

Ｘ線コピー料（ＣＤ１枚につき） 550

　マンモのみ 5,800

　エコーのみ 3,800

　マンモ + エコー 9,400

急性期一般入院料１ 2,629

急性期一般入院料５ 2,139

阿南 1,595

阿波 909

　AFP 阿南 1,177

　CEA 阿南 1,155

　脳血管リハ 阿南 2,695

　運動器リハ 阿南 2,035

セカンドオピニオン料（1回につき） 阿波 11,000

平成７年１０月１日 改訂 平成２７年７月１日 改訂 令和４年２月１日 改訂

平成８年１０月１日 改訂 平成２８年７月１日 改訂 令和４年９月１日 改訂

平成２０年４月１日 改訂 平成２９年４月１日 改訂 令和４年10月1日 改訂

平成２１年１月１日 改訂 平成３０年４月１日 改訂 令和４年11月18日 改訂

平成２１年４月１日 改訂 平成３０年７月１日 改訂 令和5年4月1日 改訂

平成２３年４月１日 改訂 令和元年５月１日 改訂 令和5年7月1日 改訂

平成２４年１２月１日 改訂 令和元年１０月１日 改訂 令和6年8月1日 改訂

平成２６年４月１日 改訂 令和元年１2月1日 改訂 令和6年9月1日 改訂

平成２７年４月１日 改訂 令和２年４月１日 改訂 令和6年１０月１日 改訂

平成２７年５月４日 改訂 令和２年5月1日 改訂

乳がん検診

１８０日を超える入院に係る特別料金
（１日につき）

特別入院基本料

医科点数表に規定する回数を超えて
受けた診療であって別に厚生労働大
臣が定めるものの実施　　　（１回につ

き）

阿
南
医
療
セ
ン
タ
ー

阿
波
病
院

区　　分

吉
野
川
医
療
セ

ン
タ
ー

阿南、吉野川

カルテ開示基本料

カルテ開示時のコピー料


